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発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
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十
四
銭
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業
者
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可
の
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消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
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成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事
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村
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商
号
又
は
名
称

サ
サ
キ
技
建

二

氏
名

佐
々
木

透

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
樋
口
七
八
の
五
九
〇
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青
森
県
知
事
許
可

(
般
―
二
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第
五
〇
〇
三
九
七
号

五
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消
年
月
日

平
成
二
十
七
年
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一
月
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
七
年
十
月
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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